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問 

エ
コ
プ
ラ
ン
ト
魚
沼
（
大
和
地
域
）

　
☎
０
２
５
‐
７
９
２
‐
９
９
０
０

　
廃
棄
物
対
策
課（
六
日
町・塩
沢
地
域
）

　
☎
７
８
２
‐
０
３
３
９

年
末
年
始
の
ご
み
の
収
集
と

処
理
施
設
へ
の
直
接
搬
入

家
庭
ご
み
の
収
集

　
家
庭
ご
み
の
収
集
日
は
、
平
成
30
年
度

「
家
庭
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
と
お

り
で
す
。

ご
み
の
直
接
搬
入

　
ご
み
の
直
接
搬
入
は
、
平
成
31
年
１
月

１
日
（
火
・
祝
）
～
３
日
㈭
を
除
い
て
毎

日
で
き
ま
す
。
年
末
年
始
の
受
入
れ
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

大
和
地
域

　
エ
コ
プ
ラ
ン
ト
魚
沼

・
～
12
月
31
日
㈪
　
午
後
５
時

・
平
成
31
年
１
月
４
日
㈮
　
午
前
８
時
～

塩
沢
地
域
・
六
日
町
地
域

　
可
燃
ご
み
処
理
施
設
・
不
燃
ご
み
処
理

施
設

・
～
12
月
31
日
㈪
　
午
後
５
時

・
平
成
31
年
１
月
４
日
㈮
　
午
前
９
時
～

問 

税
務
課 

資
産
税
班

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
８

償
却
資
産
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

　
償
却
資
産
と
は
、
土
地
や
家
屋
以
外
の

事
業
用
の
構
築
物
、
機
械
、
備
品
な
ど
の

有
形
資
産
の
こ
と
で
す
。
駐
車
場
の
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
舗
装
や
消
雪
設
備
、
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
や
シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
な
ど
の
大
型

特
殊
自
動
車
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
平
成
31
年
１
月
１
日
時
点
で
固
定
資
産

の
課
税
対
象
と
な
る
償
却
資
産
を
所
有
す

る
事
業
者
は
、
所
有
状
況
を
記
し
た
申
告

書
を
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
を
課
税
さ
れ

て
い
る
資
産
は
申
告
不
要
で
す
。

　
継
続
申
告
の
事
業
者
に
は
、
申
告
書
を

郵
送
し
て
い
ま
す
。
申
告
書
が
届
い
て
い

な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〆
平
成
31
年
１
月
31
日
㈭

提
出
先
　
税
務
課 

資
産
税
班
、
大
和
・

塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

問 

選
挙
管
理
委
員
会

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
０
（
通
常
時
）

　
☎
７
７
３
‐
６
４
３
４
（
選
挙
時
）

み
ん
な
で
つ
く
る
明
る
い
選
挙

　
寄
付
禁
止
の
ル
ー
ル
「
三
な
い
運
動
」

を
ご
存
じ
で
す
か
？

　（
政
治
家
は
）
贈
ら
な
い
！

　（
政
治
家
に
）
求
め
な
い
！

　（
政
治
家
か
ら
）
受
け
取
ら
な
い
！

　
政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
お
金
や
物

を
贈
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
有
権
者
が
政

治
家
に
寄
付
や
贈
り
物
を
求
め
る
こ
と
も
、

公
職
選
挙
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
人
ひ
と
り

が
寄
付
禁
止
の

ル
ー
ル
を
守
っ

て
、
明
る
い
選

挙
を
実
現
し
ま

し
ょ
う
。

問
・
申 

南
魚
沼
地
域
振
興
局 

農
林
振
興

部
企
画
振
興
課

　
☎
７
７
２
‐
３
９
１
８

平
成
31
年
産
に
向
け
た
新
潟
県

特
別
栽
培
農
産
物
認
証
制
度
の

説
明
会

　
県
で
は
、
安
全
・
安
心
な
農
産
物
に
対

す
る
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
慣

行
栽
培
か
ら
化
学
合
成
農
薬
と
化
学
肥
料

を
５
割
以
上
削
減
し
て
栽
培
し
た
県
産
農

産
物
を
、
新
潟
県
特
別
栽
培
農
産
物
と
し

て
認
証
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
31
年
度
か
ら
こ
の
制
度
に
新
た
に

取
り
組
も
う
と
考
え
て
い
る
人
や
興
味
の

あ
る
人
を
対
象
に
、
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
12
月
25
日
㈫

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

会
南
魚
沼
地
域
振
興
局
１
階

　
第
１
会
議
室

内
新
潟
県
特
別
栽
培
農
産
物
認
証
制
度
の

概
要
や
申
請
方
法
な
ど

対
南
魚
沼
市
、
湯
沢
町
に
所
在
す
る
農
地

で
農
産
物
を
栽
培
し
て
い
る
人

申
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

〆
12
月
21
日
㈮

問 

新
潟
県 

総
務
管
理
部 

地
域
政
策
課

雪
対
策
室

　
☎
０
２
５
‐
２
８
０
‐
５
０
９
６

除
雪
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
ス
コ
ッ
プ
」

メ
ン
バ
ー
募
集

　
県
内
の
豪
雪
地
に
お
い
て
、
高
齢
者
世

帯
な
ど
の
除
雪
作
業
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「
ス
コ
ッ
プ
」
の
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
活
動
を
通
じ
た
地
域
の
人
と

の
交
流
や
雪
か
き
の
技
術
講
習
も
行
っ
て

お
り
、
だ
れ
で
も
楽
し
み
な
が
ら
活
動
で

き
ま
す
。
大
学
の
サ
ー
ク
ル
や
職
場
な
ど

団
体
で
の
登
録
も
大
歓
迎
で
す
。

申
県
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
新
潟
県
除
雪
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
」で
検
索
）の
登
録
フ
ォ
ー

ム
か
ら
登
録
す
る
か
、
地
域
政
策
課
で

配
布
す
る
申
込
用
紙
を
ご
提
出
く
だ
さ

い
。


